
◯
「
信 

仰 

と 

民 

族 

親 

善
」 

◯
◯
◯
◯
◯
（
一
九
六
九
年
四
月
十
六
日
、
ソ
ウ
ル
・
Ｙ
Ｍ
Ｃ
Ａ
で
の 

                            

「
韓
日
基
督
者
親
善
集
会
」
に
お
け
る
拙
講
演) 

藤 

澤 

武 

義 

◯
父
な
る
神
の
恩
恵
と
多
く
の
教
友
の
愛
や
祈
り
に
支
え
ら
れ
て
、
約

二
年
四
か
月
ぶ
り
に
再
び
来
さ
せ
て
頂
き
、
主
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
に

在
り
て
、
皆
様
に
お
目
に
か
か
る
こ
と
が
出
来
、
大
感
謝
で
あ
り
ま

す
。
悪
天
候
の
た
め
欠
航
と
な
り
、
昨
日
の
堤
岩
監
理
教
会
再
建
起
工

式
に
間
に
合
わ
ず
、
出
席
出
来
な
か
っ
た
こ
と
は
申
訳
な
く
、
ま
た
残

念
で
し
た
が
、
本
日
此
の
良
き
有
意
義
な
講
演
会
を
催
さ
れ
諸
先
生
始

め
信
篤
き
皆
様
の
前
に
拙
話
を
さ
せ
て
頂
く
こ
と
に
な
り
、
一
層
大
な

る
感
謝
光
栄
で
あ
り
ま
す
。 

◯
前
回
は
宋
斗
用
先
生
、
ソ
ウ
ル
大
教
授
柳
達
永
先
生
等
の
お
世
話
で

来
巡
さ
せ
て
頂
き
、
日
本
の
旧
悪
に
つ
い
て
の
謝
罪
が
主
目
的
で
こ
の

ソ
ウ
ル
始
め
方
々
で
主
に
在
り
て
心
か
ら
謝
罪
致
し
ま
し
た
。 

◯
今
回
は
も
う
謝
罪
す
る
必
要
は
な
い
、
と
多
く
の
韓
国
教
友
方
が

言
っ
て
下
さ
い
ま
す
が
、
で
も
私
は
日
本
人
の
一
人
と
し
て
、
特
に
キ

リ
ス
ト
信
者
と
し
て
、
謝
罪
せ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。
過
去

度
々
の
、
ま
た
長
き
に
亘
る
且
つ
残
虐
な
日
本(

人)

の
大
罪
悪
を
、
主
に

在
り
て
お
赦
し
下
さ
る
よ
う
、
心
か
ら
お
詫
び
致
し
ま
す
。 

◯
三
百
七
十
余
年
前
日
本
武
将
豊
臣
秀
吉
の
大
軍
が
不
当
に
も
二
回
に

亘
っ
て
侵
入
し
、
皆
様
の
先
祖
の
方
々
に
数
々
の
悪
事
、
残
虐
を
重
ね

ま
し
て
何
と
も
申
訳
あ
り
ま
せ
ん
。 

◯
そ
し
て
普
通
一
九
一
〇
年
〜
一
九
四
五
年
の
三
十
五
年
余
の
い
わ
ゆ

る
統
治
時
代
に
当
時
の
日
本
官
憲
た
ち
が
、
先
祖
の
方
々
や
皆
様
方
に

圧
制
・
責
苦
等
を
加
え
大
罪
を
犯
し
ま
し
た
が
、
三
、
四
年
前
に
読
ん

だ
数
書
に
よ
れ
ば
そ
れ
ら
は
実
際
は
五
十
年
以
上
に
及
ん
で
居
り
、
更

に
こ
の
一
、
二
年
来
読
み
ま
し
た
金
達
寿
氏
著
「
朝
鮮
」
、
池
明
観
氏

「
流
れ
に
坑
し
て
」
や
呉
允
台
氏
「
日
韓
キ
リ
ス
ト
教
交
流
史
」
等
に

よ
れ
ば
日
本
政
府
は
一
八
七
六
年
夏
か
ら
圧
制
を
振
っ
た
そ
う
で
、
以

来
六
十
九
年
も
の
長
年
間
、
大
罪
を
重
ね
ま
し
て
何
と
も
お
詫
び
の
申

し
よ
う
も
な
く
、
た
だ
た
だ
何
卒
お
赦
し
下
さ
い
、
と
ひ
た
す
ら
お
願

い
す
る
の
み
で
あ
り
ま
す
。 

◯
堤
岩
里
で
教
会
と
附
近
農
家
に
加
え
た
残
虐
を
始
め
、
か
く
長
年
間

日
本
官
憲
た
ち
が
犯
し
た
諸
罪
悪
は
到
底
数
え
離
く
、
ま
だ
そ
の
全
部

を
知
り
得
ず
、
知
っ
て
い
る
の
も
今
こ
こ
に
詳
し
く
述
べ
る
時
間
な
く
、

省
略
し
ま
す
が
、
堤
岩
教
会
の
こ
と
一
つ
と
っ
て
み
て
も
、
或
は
三
七

年
頃
か
ら
日
本
式
神
社
を
建
て
そ
れ
へ
の
参
拝
を
強
制
し
た
の
で
、
偶

像
崇
拝
故
、
拒
否
反
対
さ
れ
た
キ
リ
ス
ト
者
に
加
え
た
言
語
道
断
な
迫

害
責
苦
を
考
え
て
も
、
ど
う
し
て
あ
ん
な
ひ
ど
い
こ
と
を
彼
ら
が
や
っ

た
か
理
解
に
苦
し
む
の
で
あ
り
ま
す
。 

◯
五
十
年
た
っ
て
も
そ
れ
ら
の
大
罪
は
未
だ
赦
さ
れ
ず
、
日
本
人
の
一

人
と
し
て
韓
国
の
方
々
の
前
に
全
く
顔
上
げ
の
な
ら
ぬ
思
い
で
あ
り
、

過
去
長
年
間
そ
ん
な
大
罪
悪
を
重
ね
た
日
本
に
、
且
つ
初
期
そ
の
罪
悪

を
犯
し
つ
つ
あ
る
時
代
に
生
ま
れ
た
こ
と
、
す
な
わ
ち
日
本
人
で
あ
る

こ
と
を
（
少
く
と
も
韓
国
の
方
々
の
前
に
）
恥
じ
る
思
い
さ
え
い
た
し

ま
す
。 

◯
皆
様
の
中
に
は
罪
は
お
互
い
だ
か
ら
私
の
謝
罪
は
不
要
、
更
に
自
分

達
の
方
こ
そ
謝
罪
す
べ
き
だ
と
言
っ
て
下
さ
る
篤
信
の
方
々
あ
り
、
殊
に

「
同
じ
民
族
（
元
同
国
民
）
が
南
北
に
分
れ
て
対
立
交
戦
し
て
居
り
慚
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愧
に
堪
え
ず
、
先
生
か
ら
謝
罪
さ
れ
る
資
格
が
な
く
、
も
う
謝
罪
は
止

め
て
下
さ
い
」
と
言
わ
れ
た
徹
信
の
方
さ
え
あ
り
ま
す
。
そ
れ
で
も
、
こ

う
い
う
思
い
を
こ
め
て
、
心
か
ら
繰
返
し
謝
罪
し
た
い
の
で
あ
り
ま
す
。

ど
う
ぞ
主
に
在
り
て
お
赦
し
下
さ
る
よ
う
、
ま
た
多
く
の
お
知
り
合
い

同
胞
方
に
こ
の
衷
心
か
ら
の
謝
罪
を
お
伝
え
下
さ
る
よ
う
懇
願
す
る
次

第
で
あ
り
ま
す
。 

◯
そ
し
て
か
く
日
本
の
大
罪
を
お
赦
し
下
さ
れ
、
古
来
文
化
的
に
特
に

親
近
の
関
係
に
あ
っ
た
両
民
族
と
し
て
、
旧
交
を
温
め
旧
に
倍
し
て
親

善
友
交
に
進
み
、
文
化
発
展
と
世
界
平
和
に
貢
献
し
た
い
も
の
で
あ
り

ま
す
。 

◯
韓
日
両
民
族
は
古
来
文
化
的
に
大
層
近
い
親
し
い
関
係
に
あ
り
、
ま

た
韓
日
両
国
は
地
理
的
に
最
も
近
い
所
に
あ
り
、
殊
に
わ
れ
ら
両
民
族

は
文
化
史
的
に
先
祖
が
同
じ
で
あ
る
と
さ
れ
（
金
沢
庄
三
郎
「
日
鮮
同

祖
論
」
、
石
田
英
一
郎
他
三
氏
共
著
「
日
本
民
族
の
起
源
」
等
に
よ

る
）
、
ま
た
前
回
来
韓
中
大
邸
で
廬
明
植
慶
北
大
教
授(
当
時)

か
ら
聞
い

た
の
で
す
が
、
医
学
的
考
古
学
的
に
も
（
二
千
年
以
上
前
の
古
人
骨
の

比
較
研
究
に
よ
り
）
同
祖
先
だ
と
の
学
説
も
あ
る
そ
う
で
あ
り
ま
す
。
だ

と
す
る
と
な
お
更
の
こ
と
、
わ
れ
ら
両
民
族
は
融
和
、
親
善
、
友
好

し
、
共
に
正
善
の
文
化
的
発
展
と
真
の
東
洋
か
つ
世
界
の
平
和
、
両
民

族
・
広
く
全
人
類
の
真
の
幸
福
の
た
め
尽
す
べ
き
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。 

◯
そ
れ
に
は
キ
リ
ス
ト
信
仰
が
必
要
（
殊
に
無
教
会
流
の
信
仰
が
必

要
）
な
の
で
あ
り
ま
す
。
何
故
で
し
ょ
う
か
。 

◯
即
ち
真
の
融
和
・
親
善
・
友
交
は
相
互
間
の
平
和
の
基
礎
の
上
に
築

か
れ
る
も
の
で
あ
り
、
真
の
平
和
は
こ
の
信
仰
に
よ
っ
て
こ
そ
達
成
さ

れ
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
り
ま
す
。 

◯
真
の
平
和
は
先
ず
心
か
ら
始
ま
り
ま
す
。
形
だ
け
平
和
を
装
っ
て

も
、
心
が
伴
っ
て
い
な
い
な
ら
、
形
式
だ
け
外
形
だ
け
の
平
和
は
、
些

細
な
こ
と
か
ら
容
易
に
破
れ
去
る
こ
と
、
古
来
史
上
に
無
数
の
実
例
あ

り
、
現
実
一
般
人
間
社
会
に
も
屢
々
目
撃
さ
れ
る
事
例
で
あ
り
ま
す
。

故
に
先
ず
私
達
の
心
が
不
断
に
真
に
平
和
で
あ
る
こ
と
が
肝
要
で
あ
り

ま
す
。 

◯
新
約
聖
書
原
語
ギ
リ
シ
ャ
語
の
「
エ
イ
レー

ネー

」
に
は
平
和
の
他

に
平
安
の
意
味
も
有
り
、
日
本
語
聖
書
に
も
韓
国
語
聖
書
に
も
両
方
に

使
い
分
け
て
あ
り
ま
す
。
平
和
と
平
安
と
は
結
局
同
じ
心
の
状
態
な
の

で
あ
り
ま
す
。
ど
ん
な
時
に
も
喧
嘩
・
口
論
や
争
斗
を
し
な
い
、
ど
ん

な
難
病
や
逆
境
、
迫
害
と
か
瀕
死
等
の
時
も
動
揺
し
な
い
で
平
和
・
平

安
で
居
る
こ
と
。
尤
も
普
通
に
は
そ
れ
は
至
難
で
す
。 

◯
こ
う
い
う
平
和
平
安
の
心
境
に
な
る
唯
一
至
上
の
途
は
、
天
地
万
有

の
主
宰
者
な
る
神
・
絶
対
者
に
結
び
着
く
こ
と
、
そ
れ
に
よ
り
絶
対
的

境
地
に
入
り
得
る
か
ら
で
す
。
そ
れ
に
は
信
仰
に
生
き
、
イ
エ
ス
・
キ

リ
ス
ト
に
よ
り
罪
を
赦
さ
れ
義
と
さ
れ
て
初
め
て
神
に
結
び
着
く
の
で

す
。
主
の
十
字
架
を
仰
ぎ
罪
の
己
に
死
に
、
キ
リ
ス
ト
が
内
在
し
給
う

こ
と
に
よ
っ
て
生
き
る
こ
と
で
す
（
ガ
ラ
テ
ヤ
書
二 

 

等
）
。 

19
20

◯
神
の
独
子
キ
リ
ス
ト
は
ど
ん
な
時
に
も
立
腹
せ
ず
、
反
逆
者
ユ
ダ
に

対
し
て
も
（
彼
に
連
れ
ら
れ
て
ロ
マ
の
兵
士
等
が
御
自
身
を
捕
え
に
来

た
時
）
「
友
よ
」
と
本
心
か
ら
呼
び
か
け
ら
れ
（
マ
タ
イ
伝
二
六

 

）
、
ま
た
ガ
リ
ラ
ヤ
湖
で
大
風
大
波
の
中
に
木
の
葉
の
如
く
揺
れ
る

50小
舟
の
上
に
悠
々
と
安
眠
せ
ら
れ
ま
し
た
（
マ
ル
コ
伝
四 

）
。
か
く

38

主
は
絶
対
的
エ
イ
レー

ネー

の
お
方
で
あ
り
給
い
ま
す
。 

◯
主
に
在
る
絶
対
的
エ
イ
レー

ネー

の
福
音
が
聖
書
中
沢
山
記
し
て
あ

り
ま
す
（
ヨ
ハ
ネ
伝
一
四 

、
ビ
リ
ピ
書
四
７
等
々
）
。
己
に
死
に
、

27

キ
リ
ス
ト
に
生
き
る
キ
リ
ス
ト
者
も
そ
う
な
れ
る
、
そ
れ
に
近
づ
け
る 

の
で
す
。
使
徒
等
は
種
々
の
迫
害
苦
難
に
会
い
、
ス
テ
パ
ノ
（
使
徒
伝
七

 
 

）
や
パ
ウ
ロ
は
殉
教
の
死
を
遂
げ
、
伝
説
に
よ
れ
ば
ペ
テ
ロ
は
逆
傑

59
60
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に
さ
れ
、
一ー

三
世
紀
の
迫
害
で
何
万
の
信
徒
が
火
刑
や
猛
獣
の
餌
食

に
さ
れ
た
り
し
ま
し
た
が
、
迫
害
者
即
敵
を
憎
ま
ず
主
に
在
り
て
平
和

平
安
に
喜
ん
で
殉
教
し
た
の
で
す
。
以
後
の
歴
史
に
も
あ
り
、
殊
に
当

韓
国
に
は
感
銘
感
動
に
溢
れ
る
多
数
の
美
談
良
証
が
あ
り
ま
す
。 

◯
韓
国
程
で
は
な
い
で
す
が
、
日
本
に
も
多
少
の
良
い
証
が
あ
り
ま
す
。

近
い
方
の
私
の
よ
く
知
っ
て
い
る
例
二
、
三
。 

◯
福
岡
で
戦
後
の
混
乱
期
に
日
中
両
国
の
ブ
ロー

カー

被
殺
の
事
件
あ

り
、
そ
の
殺
人
実
犯
人
で
な
く
又
現
場
に
い
な
か
っ
っ
た
Ｉ
、
Ｎ
両
君

が
不
当
の
嫌
疑
で
死
刑
の
判
決
を
受
け
、
両
人
は
二
十
二
年
余
無
罪
を

叫
び
続
け
、
殊
に
後
者
は
誤
審
に
つ
き
裁
判
官
に
度
々
怒
鳴
っ
た
由
。 

◯
次
第
に
信
仰
的
に
な
り
四
、
五
年
前
か
ら
顔
付
も
温
和
に
な
っ
た

し
、
前
者
は
十
数
年
前
入
信
、
漸
次
深
く
進
み
主
の
救
の
恵
に
浴
し
、

感
謝
と
喜
び
で
何
時
も
顔
が
輝
い
て
居
り
、
囹
圄
に
い
る
死
刑
囚
と
は

到
底
思
え
な
い
の
で
す
。 

◯
終
戦
時
兵
営
で
両
眼
と
両
手
を
失
っ
た
守
山
宗
一
君
は
夫
人
に
逃
げ

ら
れ
、
二
才
の
女
児
を
抱
え
て
言
語
に
絶
す
る
苦
労
、
点
字
聖
書
を

得
、
出
血
唇
読
、
入
信
、
救
を
体
験
し
感
謝
喜
び
の
平
安
の
人
と
変

り
、
好
伴
侶
を
恵
与
さ
れ
、
更
に
徹
信
、
聖
書
研
究
、
歓
喜
に
溢
れ
宮

崎
県
下
で
伝
道
中
。 

◯
ま
た
鹿
児
島
県
下
の
国
立
癩
療
養
所
勤
務
、
熱
信
で
愛
の
人
な
る
井

藤
道
子
さ
ん
の
老
母
堂
（
親
一
人
子
一
人
の
生
活
）
は
昔
か
ら
琴
や
生

花
を
人
に
教
え
た
り
さ
れ
、
そ
の
楽
し
み
の
故
に
、
信
仰
を
奨
め
ら
れ

て
も
入
信
し
得
な
い
で
居
ら
れ
た
の
で
す
が
、
七
年
余
り
前
外
出
中
交

通
事
故
で
片
足
切
断
、
倒
れ
て
頭
を
痛
打
し
五
日
間
昏
睡
（
今
も
脳
作

用
悪
く
読
書
や
お
針
至
難
）
。
一
足
飛
び
に
入
信
し
早
く
徹
信
、
絶
対

信
頼
の
霊
境
に
進
ま
れ
、
お
子
さ
ん
が
心
配
さ
れ
た
今
後
の
こ
と
も
神

様
が
最
善
を
為
し
給
う
と
て
大
安
心
、
猛
台
風
で
同
所
の
屋
根
瓦
何
千

と
飛
び
倒
れ
た
家
も
あ
っ
た
時
も
絶
対
平
安
。
暴
走
し
た
運
転
手
を
憎

ま
ず
、
遭
難
そ
の
も
の
を
感
謝
し
、
常
に
喜
び
に
溢
れ
「
自
分
の
よ
う

な
幸
福
者
は
な
い
、
嬉
し
く
て
た
ま
ら
ぬ
」
と
い
つ
も
話
さ
れ
ま
す

（
ま
た
死
刑
囚
伝
道
に
行
く
途
中
輪
禍
召
天
に
よ
り
、
従
来
入
信
し
か

ね
て
い
た
夫
人
が
一
躍
篤
信
、
三
児
あ
り
、
同
様
主
に
あ
り
絶
対
平
安

と
愛
敵
。
ま
た
玉
木
愛
子
さ
ん 

の
証
）
。 

◯
こ
う
い
う
エ
イ
レー

ネー

を
持
っ
て
い
る
人
々
の
間
に
常
に
真
の
平

和
・
親
善
・
友
好
が
あ
る
の
で
あ
り
、
国
際
間
民
族
間
も
同
様
で
あ
り

ま
す
。
己
に
非
あ
る
時
は
神
と
人
の
前
に
侮
改
め
詫
び
、
自
分
が
正
し

く
て
も
キ
リ
ス
ト
者
は
人
の
不
義
を
受
け
（
コ
リ
ン
ト
Ｉ
六
７
）
、
そ

し
て
他
を
容
易
に
赦
す
の
で
す
。
キ
リ
ス
ト
教
は
愛
の
宗
教
、
従
っ
て

赦
し
の
宗
教
で
あ
り
ま
す
（
マ
タ
イ
六 

 

、
そ
の
他
多
し
）
。
全
聖

12
14

全
義
の
神
の
前
に
自
己
が
い
か
に
罪
深
い
者
で
あ
る
か
を
知
れ
ば
、
キ

リ
ス
ト
の
十
字
架
を
仰
ぐ
時
、
相
互
間
の
ど
ん
な
難
問
も
氷
解
す
る
の

で
あ
り
ま
す
。 

◯
そ
の
実
例
無
数
、
国
際
間
の
著
例
が
チ
リ
、
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
両
国

で
、
七
十
余
年
前
国
境
争
い
か
ら
戦
端
が
開
か
れ
よ
う
と
し
た
時
、
両

国
の
牧
師
と
信
徒
が
呼
応
し
提
携
協
力
（
コ
ス
タ
夫
人
を
中
心
と
し
た

婦
人
会
の
働
き
有
力
）
、
両
国
々
民
間
に
信
仰
に
基
く
平
和
思
想
充

満
、
各
政
府
を
動
か
し
和
解
成
立
、
大
砲
を
鋳
潰
し
て
造
っ
た
キ
リ
ス

ト
の
十
字
架
像
を
一
九
〇
一
年
両
国
々
境
の
ア
ン
デ
ス
山
上
に
建
立
、

そ
の
台
座
に
は
「
わ
れ
ら…

両
国
民
が
キ
リ
ス
ト
の
十
字
架
の
下
に

誓
っ
た
平
和
が
破
れ
ん
よ
り
は
、
ア
ン
デ
ス
の
岩
が
片
々
に
砕
け
よ
か

し
」
の
名
言
が
刻
ん
で
あ
る
そ
う
で
す
。 

◯
基
督
者
は
「
誰
に
対
し
て
も
悪
を
以
て
悪
に
報
い
ず
、
凡
て
の
人
に

対
し
て
善
を
図
」
る
べ
く
（
ロ
マ
一
二 

）
在
主
愛
あ
る
の
み
、
仇
に
対

17

し
て
復
讐
せ
ず
、
敵
を
も
愛
す
る
の
で
す
（
同 

以
下
、
マ
タ
イ
五 

ー

19

43

 3



 
、
ル
カ
六 

ー
 

等
）
。
国
際
間
民
族
間
も
か
く
相
互
に
悪
意
敵
意

48

27

36

を
持
た
ず
、
善
意
と
愛
の
み
を
持
ち
、
信
仰
に
堅
立
し
一
切
の
武
器
軍

備
を
持
た
ず
、
ど
ん
な
時
に
も
非
戦
平
和
に
友
好
す
る
時
、
真
の
民
族

親
善
は
確
立
す
る
の
で
す
。 

◯
日
本
は
過
去
五
十
年
以
上
、
帝
国
主
義
軍
国
主
義
の
無
謀
を
重
ね
、

韓
国
始
め
満
州
、
台
湾
、
中
国
、
東
南
ア
ジ
ア
諸
国
南
方
諸
民
族
に
殊

に
太
平
洋
戦
争
で
圧
虐
罪
悪
を
重
ね
ま
し
た
結
果
、
正
義
の
審
判
、
神

の
審
判
で
惨
胆
た
る
敗
戦
と
国
民
困
窮
紊
乱
、
旧
日
本
亡
び
、
戦
後
摂

理
で
新
憲
法
与
え
ら
れ
ま
し
た
。
平
和
憲
法
の
称
あ
る
如
く
非
常
に
平

和
主
義
で
あ
る
こ
と
そ
の
「
前
文
」
で
明
ら
か
で
あ
り
（
そ
の
終
の
方

朗
読
。
二
月
号
に
記
）
殊
に
平
和
条
項
第
九
条
重
要
で
あ
り
ま
す
（
昨

十
二
月
号
）
。
こ
の
日
本
憲
法
は
米
英
憲
法
か
ら
採
っ
て
い
る
所
あ
り

キ
リ
ス
ト
教
思
想
が
入
っ
て
居
り
、
信
仰
以
て
守
る
こ
と
が
大
切
で
、

命
が
け
で
こ
の
擁
護
に
尽
し
た
い
、
か
く
言
う
日
本
人
多
い
で
す
。
現

実
は
逆
で
残
念
、
そ
れ
だ
け
に
此
の
叫
び
緊
要
。
世
界
各
国
が
か
か
る

憲
法
を
持
つ
こ
と
を
望
み
ま
す
。
北
欧
諸
国
や
ス
イ
ス
は
信
仰
に
よ
り

数
十
年
平
和
と
民
族
親
善
を
保
ち
居
り
、
わ
れ
ら
は
か
く
進
み
ま
し
ょ

う
。 

                                   ー

第
二
三
四
号
（
一
九
六
九
年
九
月
）ー
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